
千 葉 市 技 能 功 労 者 等 表 彰 要 綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、技能職にあって、永年、同一の業種に従事し、技能の

研鑽、後進の指導・育成に努め、社会生活の向上に功績のあった技能者を

讚えることにより、伝統ある技能の継承を促進するとともに、技能者の社

会的地位の高揚及び技能水準の向上を図ることを目的とする。 

 

（対象技能者の範囲） 

第２条 この要綱において「技能者」とは、別表に定める職種のほか、市長

が認めた職種に従事する者をいう。 

 

（表彰の種類等） 

第３条 表彰の種類は次のとおりとする。 

（１）技能功労者 

（２）優秀技能者 

（３）優秀青年技能者 

 

（表彰基準） 

第４条この表彰を受けることができる者は、千葉市内に居住又は勤務する技

能者で、次の各号に掲げる表彰の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に

掲げる条件を満たすものとする。 

（１）技能功労者 

ア 技能者として、経験年数３０年以上で年齢５０歳以上の者 

イ 極めて優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者 

ウ 引き続き、その職業に従事し、同一職業の指導的な立場にある者 

（２）優秀技能者 

ア 技能者として、経験年数２０年以上で年齢４０歳以上の者 

イ 優れた中堅技能を有し、他の技能者の模範と認められる者 

ウ 引き続き、その職業に従事し、同一職業の指導的な立場にある者 

（３）優秀青年技能者 

ア 青年技能者としてふさわしい優れた技能を有し、将来を嘱望されて

おり、他の青年技能者の模範と認められる者 

イ 引き続き、その職業に従事する者 

２ 前項において、経験年数及び年齢は、１１月１日現在とする。 

 

（特別技能功労者） 



第５条 市長は、前条第１項第１号の条件を満たすもののうちから、特に功

績があると認められる者について、「特別技能功労者」とすることができ

る。 

 

（被表彰者の推薦） 

第６条 被表彰者の推薦は、原則として、第２条の技能者をもって組織する

団体（以下「推薦団体」という。）が行う。 

２ 推薦団体は、当該団体において第４条第１項各号の表彰基準の要件に該

当する者があるときは、技能功労者等推薦書（様式第１号）及び推薦調書

（様式第２号）をもって推薦するものとする。 

 

（選定方法） 

第７条  市長は、推薦団体から推薦のあった者のうちから被表彰者を選定す

るに当たり、別途設置する「千葉市技能功労者等選考委員会」の意見を聞

いた上で選定し決定するものとする。 

 

（表彰） 

第８条 この表彰は、毎年１回、１１月に行う。 

 

（その他） 

第９条 この要綱の実施について必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、平成１６年８月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、令和４年９月２０日から施行する。  

 



別表  

 

衣  

（衣料、服飾製造等） 

食  

（調理師、食品製造） 

住  

（建物建築、家具等） 

市民生活  

（その他生活関連）  

和裁師  調理師  

・日本料理  

・洋食  

・中華  

・ふぐ  

・そば  

・すし  

建築一般  理容師  

洋裁師  板金  美容師  

洋服裁縫師  左官  写真士  

製靴業  鳶工  時計修理  

染物業  
パン・菓子製造  

・パン  

・和菓子  

・洋菓子  

・米菓  

石工  印章彫刻  

クリーニング師  屋根瓦葺き  広告美術  

 配管工  自転車整備  

 電気工事士  自動車整備  

  塗装工  寝具製造，打綿  

 製麺  表具・経師  印刷・製本  

 豆腐製造  ガラス・サッシ工  歯科技工  

 こんにゃく製造  畳工   

 食肉業  タイル張工   

 食肉加工業  ブロック工   

 鮮魚  室内装飾   

 水産物加工業  建具製造   

 漬物、惣菜製造  家具製造   

  造園   

  フラワー装飾   

  帆布製品製造業   

  



様式第１号  

 

  年  月  日  

 

技能功労者等推薦書 

 

（あて先）千葉市長  

               推薦団体名                 

                 所在地  

                                     

               代表者職名                 

代表者               印  

               連絡先番号      －    －      

               Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ           ＠               

 

      年度千葉市技能功労者等表彰事業に係る被表彰候補者として、当団  

体は下記のとおり別紙調書の者を推薦します。  

記  

１ 技能功労者                    人  

 （同一職種経験３０年以上・年齢５０歳以上）  

２ 優秀技能者                    人  

（同一職種経験２０年以上・年齢４０歳以上）  

３ 優秀青年技能者                  人  

（優れた技能を有し、若手技能者の模範と認められる者）  

 

 

（注）年齢は、いずれも１１月１日現在とする。  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

  



様式第２号  

団体名               

 

推 薦 調 書  

ふりがな  

氏  名  

 職

種  

 

現住所  〒  

   

生

年

月

日  

 

   年  月  日生  

    （   歳）  連絡先       －      －  

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚ

ｽ 
       ＠  

勤務先  

又は  

店名（自

営業の場

合）  

名称   

所在地   

連絡先          －        －  

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚ

ｽ 
          ＠  

賞  罰   

職種に関する  

免許等  

           年   月   日 取得  

              年   月   日 取得  

推薦の理由  職  歴  在職期間  

 

 

 

 

 

 年  月  

合 計    

 

□技能功労者  

□優秀技能者  

□優秀青年技能者  


